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船 舶 運 送 事 業

ホ テ ル 事 業
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第１７４期 事業報告
（自 平成２６年４月１日 至 平成２７年３月３１日）

１．株式会社の現況に関する事項

（１）事業の経過及びその成果

当期における我が国経済は、金融政策や財政政策などを背景に外需企業を中心

に業績の回復が見られるものの、消費税増税に伴う駈込み需要の反動減の影響や

実質所得が伸び悩むなかでの消費マインドの低迷など、景気の先行きは依然とし

て不透明な状況で推移しました。

当地域においては、人口の減少や少子高齢化などが起因して、公共交通機関利

用の通勤・通学は減少傾向にあり、観光客などの大幅な増加も見込めない状況か

ら、依然として厳しい経営環境でありました。

このような状況の中、昨年より５月５日のこどもの日に併せ、島原駅において、

未来を担う子供たちとのふれあいと、地域への感謝の意を込めて「しまてつ５.

５キッズ祭り」を開催し、社員が甲冑姿の武者に扮しお出迎えをし、観光客や子

供たちに楽しんでもらいました。また、例年 10 月（本年 9 月）に鉄道の日記念

イベントとして実施しております「しまてつ祭り」を地元商店街との連携により

実施し、また島原鉄道自治体連絡協議会事業補助金を受け作製いたしました「い

きいき健康ウォーキングマップ」を活用して、島鉄健康ウォーキングを年4回開

催し、鉄道やバスの利用促進を図りながら、お客さまの健康増進と観光の活性化

による地域振興の取組みに努めました。

さらに、国・県、および沿線自治体から、乗合バス事業については、地域公共

交通確保維持改善事業費補助金を受け路線の維持を図り、また鉄道事業について

は、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金に加え、島原鉄道運営維持費補助

金を受け施設整備の維持や安全運行を図り、生活交通の維持確保に努めました。

この結果､当期の営業収入は 1,973,927 千円（前期比 100.1％）となり、消費税

増税の反動による収入減があったものの平成 26 年 10 月長崎がんばらんば国体､

がんばらんば大会の効果により、貸切バス事業・ホテル事業が増収となり前期と

同水準の収入を確保することができました。

営業費は 2,079,058 千円（前期比 100.5％）となり､営業外損益を含めた経常損

益は 124,602 千円（前期経常損失 115,069 千円）の損失となりました。

当期純損益は､補助金などの特別損益および法人税などを加減した結果 60,752

千円の利益（前期純損失 1,114 千円）となりました。
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（２）事業の種類別の状況

1 鉄道事業
鉄道事業は、少子・高齢化などによる沿線人口の減少が依然として進んでおり、
平成２６年４月の消費税増税に伴う定期券など前買いの影響により収入が減少し
厳しい経営環境でありました。
このような中、沿線自治体のイベントに参加しチラシ配布による公共交通機関
利用促進のＰＲ活動や、エージェントへの積極的な働きかけによる鉄道利用団体
の取り込みに努めました。また、地元商店街とタイアップした「島鉄まつり」、
自治体連絡協議会と連携した「島鉄健康ウォーキング」、親子でのふれあいイベ
ント「キッズ祭り」、「しまてつの夏フェス」、「しまてつの冬フェス」などの
イベントの開催及び「ミュージック トレイン」運行など、地元密着型のイベン
トを実施することにより、地域との連携強化を図るとともに、鉄道利用促進に努
めました。
その結果、当期の輸送人員は、定期外 560 千人（前期比 97.7%）、定期 949 千
人（前期比 94.0%）、合計 1,509 千人（前期比 95.3%）となりました。
収入は、定期外 304,557 千円（前期比 96.6%）、定期 170,060 千円（前期比
93.4%）、となり、雑収入を含めた営業収入合計は 521,903 千円（前期比 94.7%）
となりました。

②一般旅客自動車運送事業
（イ）乗合バス事業

乗合バス事業は、少子・高齢化などによる地域人口の減少など厳しい経営
環境でありました。
このような状況の中、引き続き各種企画商品のＰＲ活動や、ＩＣカードの

販売促進に取り組みました。
また、ダイヤ見直しにより乗継ロスを無くすなど、利便性の向上に努めま

した。
当期の輸送人員は、定期外において 1,093 千人（前期比 95.9％）、定期に
おいては、938 千人（前期比 99.7％）となり、合計では 2,031 千人（前期
比 97.6％）となりました。
収入面では、定期外収入 288,445 千円（前期比 96.8％）、定期収入

213,585 千円（前期比 102.8％）、高速バス収入 43,100 千円（前期比
105.9％）となり、雑収入を含めた営業収入は 575,234 千円（前期比
99.3％）となりました。

（ロ）貸切バス事業
貸切バス事業は、長崎がんばらんば国体、がんばらんば大会の効果もあり

1年間を通して安定的な取扱となりました。
また、前期より取り組んでいます料金アップなど営業強化に努め、収入は

前期より大幅な増加となりました。
当期の輸送人員は 125 千人（前期比 125.0％）となり、雑収入を含めた営

業収入は 246,146 千円（前期比 126.0％）となりました。
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③船舶運送事業
（イ）フェリー事業

フェリー事業は、企画商品の造成販売による新規利用客の開拓やエージェ
ントなどへの営業活動を行う事で団体客の誘致に努めました。
しかし、台風などによる欠航や４月からの消費税増税が年間を通して影響

し、前年から大きく収入を落とす結果となりました。台風などによる欠航に
ついては、欠航した日が週末や繁忙期に集中した事で、例年以上に収入へ影
響を及ぼす結果となりました。
台風による欠航便数は 231 便（前年度 70 便）となっており、そのうち土

日祝日を含む多客期の欠航が 155 便（前年度なし）ありました。
当期の旅客輸送人員は 187 千人（前期比 90.6％）、航送台数 112 千台（前

期比 93.8％）となり、雑収入を含めた営業収入は 382,132 千円（前期比
94.2％）となりました。

（ロ）高速船事業
高速船事業は、厳しい経営状況により平成２５年度に航路の廃止を検討し
ました。しかし、関係自治体及び地域の皆さまからの航路存続の声を受け、
１０月に開催される国体を目処に今後の事業継続の方策を再度検討すること
で、平成２６年度も事業を継続しました。
その間、運賃改定並びにダイヤ改正による収支改善や関係自治体などの協

力も頂きながら利用者の誘致に努めましたが、利用者の減少に歯止めが掛か
らず、収支の改善は見られたものの、赤字体質の改善には到りませんでした。
このため、平成２７年３月末日を持って、やまさ海運株式会社へ事業譲渡す
る事となりました。
当期の輸送人員は 29 千名（前期比 75.1％）となり、雑収入を含めた営業

収入は 58,655 千円（前期比 91.8％）となりました。

④ホテル事業
ホテル事業は、宿泊利用者の要望を取り入れ館内に「ｗｉ・Ｆｉ」を完備しサ
ービス向上に努めました。
また、前期に引き続きインタ-ネットによる宿泊プランの販売促進を行うとと
もに地元企業やエージェントへの営業活動を積極的に実施しました。
今期は、長崎がんばらんば国体、がんばらんば大会などの特殊団体に加え長崎
ランタンフェスティバル、大手企業の長崎工場への設備投資による関連グループ
の宿泊利用により好調でした。
上期の稼働率は 51．0％（前期稼働率 56.6％）となり、下期の稼働率は 72.8％
（前期稼働率 58.2％）となりました。年間の宿泊人員は千人増の 21 千人（前期
比 107.5％）となり、年間稼働率は 61.9％（前期稼働率 57.4％）となりました。
収入面では、テナント収入など雑収入を含めた営業収入は 112,993 千円（前期
比 113.0％）となりました。年間の営業収入は 99,968 千円（前期比 99.3％）と
なりました
⑤不動産賃貸事業
不動産賃貸事業は、島鉄ビル（ダイエー島原店）および子会社への土地・建物
の賃貸業務のほか、その維持管理に努めました。
収入面では、雑収入を含めた営業収入は 76,864 千円（前期比 100.8%）となり
ました。
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（３）設備投資についての状況

当期に実施しました設備投資の総額は 298,629 千円であり、主なものは次のと

おりであります。

鉄道事業については、森山駅改修・分岐器重軌条化・列車無線設備・神代～大三

東間通信ケーブル・枕木交換・重軌条交換・橋りょう改修・踏切保安設備工事外。

一般旅客自動車運送事業については、乗合新車１両、乗合中古バス３両購入・

ドライブレコーダー外。

船舶事業については、鬼池港可動橋改修工事外。

ホテル事業については、７、８階客室空調機更新・Ｗｉ－Ｆｉ設備外。

不動産賃貸事業については、ダイエー排水槽ポンプ。

関連事業については、パソコン購入などを実施しました。

なお、鉄道事業については、安全輸送設備・踏切保安設備などに対する設備補

助金 182,819 千円が含まれております。

（４）会社が対処すべき課題

当社を取り巻く環境は、地域人口の減少、少子高齢化の進展、公共交通利用状

況の変化などにより、売上高は毎年減少する厳しい状況に加え、設備の老朽化に

伴うコストアップなどにより、引き続き厳しい経営環境が予想されます。

特に鉄道事業は多大な資産と設備を保有・維持しなければならないことから、

運行収入よりも経費負担が大きいという構造的な赤字体質が続いており、全事業

の経営を圧迫している状況が続いております。

このような中、平成２６年５月に地域公共交通活性化再生法が改正され、県・

市を中心として地域公共交通網形成計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請す

ることが出来ることになりました。

この協議を進める中で、当社としても地域公共交通を担う会社としての使命を

果たすべく、関係自治体との連携をさらに深めるとともに、地域への情報発信、

サービス向上、効率化推進に努め、健全な経営を目指してまいります。

また、当社グループ事業の根幹である安全の確保や、お客さま満足の向上など

については、引き続き全社員一丸となって推進してまいります。

今後とも皆さまの日常生活の「足」として、地域に密着した交通インフラ事業

者としての使命を果たすべく努力してまいりますので、株主皆さまにおかれまし

ては、倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
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（５）財産及び損益の状況の推移

区 分
第１７１期

（平成 23 年度）
第１７２期

（平成 24 年度）
第１７３期

（平成 25 年度）
第１７４期

（平成 26 年度）

営 業 収 益
千円

1,983,674
千円

1,964,637
千円

1,971,702
千円

1,973,927

経 常 損 失 206,629 173,089 115,069 124,602

当期純利益又は損失(△) △23,724 △79,418 △1,114 60,752

１株当たり当期純利益又は損失(△)
円

△1.48
円

△4.96
円

△0.07
円

3.80

総 資 産
千円

8,753,298
千円

8,614,124
千円

8,950,208
千円

9,736,713

純 資 産 3,646,339 3,571,484 3,570,879 3,796,366

（６）重要な子会社等の状況

①子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

島 鉄 観 光 ㈱ ７０，０００千円 １００．０％ 旅 行 業

島鉄タクシー㈱ ５０，０００千円 １００．０％ 一般乗用旅客自動車運送事業

②関連会社の状況

該当事項はありません。

③企業集団の成果

当期の連結売上高は 2,444,880 千円（前期比 98.2％）、連結経常損失 138,193

千円（前期経常損失 136,737 千円）、連結当期純利益は 88,706 千円（前期純損失

23,953 千円）であります。
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（７）主要な事業内容

①鉄道事業……長崎本線諫早駅を起点として、島原市の島原外港駅に至る４３.２

Km の営業キロを有し、旅客の輸送を行っております。

②一般乗合旅客自動車運送事業……島原半島一円にわたるほか、島原～長崎空港

間並びに島原～福岡間に路線を有し、期末の営業キロは５３７.５Km であります。

③一般貸切旅客自動車運送事業……事業区域は、長崎県一円であります。

④船舶運送事業……定期航路として、口之津～鬼池（熊本県）１５.１Km のフェリ

ー運航をしております。

なお、平成 27 年 3 月 31 日に島原～大牟田（福岡県）３３.０Km の高速旅客船事

業を営業譲渡しました。

⑤その他の事業……ホテル事業および不動産賃貸事業を行っております。

（８）主要な駅、営業所及び工場

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 諫 早 駅 諫早市東小路町 諫 早 営 業 所 諫 早 市 天 満 町

島 原 駅 島 原 市 片 町 口 之 津 営 業 所 南島原市口之津町

島 鉄 本 社 前 駅 島 原 市 弁 天 町 島鉄自動車整備工場 島 原 市 弁 天 町

南 島 原 駅 島 原 市 津 町 島 鉄 車 輌 工 場 島 原 市 津 町

島 原 営 業 所 島 原 市 弁 天 町 諫早ターミナルホテル 諫早市永昌東町

（９）従業員の状況 （平成２７年３月３１日現在）

区 分

総 務 部
経営

企画部

営 業 部

ホ テ ル 休 職 出 向 合 計総 務

人 事 課
経 理 課 鉄 道 課 自動車課 船 舶 課

人

員

前期末 9 5 2 84 132 51 13 1 9 306

当期末 9 6 3 83 134 39 14 1 8 297

平 均 年 齢 42.0 45.8 45.0 44.0 49.7 43.2 54.0 55.0 47.8 47.0

平均勤続年数 20.0 22.5 25.3 22.2 11.0 20.0 29.5 37.0 23.0 16.4

（１０）主要な借入先及び借入額 （平成２７年３月３１日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 十 八 銀 行 ６１６，１６０千円

株 式 会 社 親 和 銀 行 ６１６，１６０千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 ４９５，２３０千円

２．株式に関する事項

1 発行可能株式総数 ３０，０００，０００株

2 発行済株式の総数 １６，０００，０００株

3 １単元の株式の数 １，０００株

④ 当事業年度末の株主数 ２，１３０名（うち単元株主２７６名）
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⑤ 大株主 （平成２７年３月３１日現在）

株 主 名 持 株 数

宅 島 建 設 株 式 会 社 ２，５５６千株

福 岡 商 事 株 式 会 社 １，７２１千株

長 崎 県 １，６００千株

九 州 日 野 自 動 車 株 式 会 社 １，２５０千株

ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ株式会社 １，０００千株

株 式 会 社 十 八 銀 行 ６８１千株

株 式 会 社 親 和 銀 行 ６８１千株

長 崎 産 業 株 式 会 社 ６８１千株

ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社 ５４３千株

株 式 会 社 ブ リ ヂ ス ト ン ５２０千株

３．会 社 役 員 に 関 す る 事 項

（１）取締役及び監査役の氏名等 （平成２７年３月３１日現在）

地位及び担当 氏 名 重要な兼職の状況

代表取締役社長 本 田 哲 士

常 務 取 締 役 宮 本 清 則

常 務 取 締 役 林 田 邦 彦

取締役総務部長 陶 山 幸 造

取締役営業部長 吉 田 祐 慶

取 締 役 山 田 伸 裕 長崎県企画振興部長

取 締 役 古 川 隆 三 郎 島原市長

取 締 役 宮 本 明 雄 諫早市長

取 締 役 金 澤 秀 三 郎 雲仙市長

取 締 役 原 口 憲 二 ニュー長崎ビルディング㈱ 会長

取 締 役 宅 島 壽 雄 大石建設㈱ 代表取締役社長

取 締 役 山 内 信 弘
ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱九州支社

理事長崎支店長

常 勤 監 査 役 志 岐 茂 忠

監 査 役 宅 島 壽 晴 大起建設㈱ 代表取締役社長

監 査 役 清 水 真 守 ㈱島原新聞社 代表取締役社長

※監査役 宅島壽晴、清水真守の 2名は、会社法第 2条第 16 号及び第 335 条第 3 項に

定める社外監査役であります。

①平成 26 年 6 月 27 日山田伸裕、金澤秀三郎、山内信弘は新たに取締役に選任され就

任しました。

②平成 26 年 6月 27 日坂越健一、植松俊徳、佐藤祐司は取締役を退任しました。
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（２）取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 人 数 報酬等の額

取 締 役 ８人 １９，８９０千円

監 査 役 １人 ３，７０８千円

計 ９人 ２３，５９８千円

※使用人兼務取締役２名の使用人給与は含まれておりません。

※上記金額には役員退職慰労引当金繰入額及び第１７４期定時株主総会において決議

予定の役員退職慰労金を含めております。

（３）社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

監 査 役 宅 島 壽 晴

当期開催の取締役会及び監査役会の全会に出

席し、議案審議に必要な発言を適宜行ってお

ります。

監 査 役 清 水 真 守

当期開催の取締役会及び監査役会の全会に出

席し、議案審議に必要な発言を適宜行ってお

ります。

社外取締役を置くことが相当でない理由

当社は上場会社ではなく、金融商品取引所の規則等によって、社外取締役を選任す

べき努力義務を負っていないところ、社外監査役が過半数を占める監査役会による取

締役会の監督が十分に機能しており、敢えて社外取締役を選任すべき必要性が存しな

いため、社外取締役を選任しておりません。
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４．会計監査人に関する事項

（１）会計監査人の名称

監査法人 北三会計社

（２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の額

４，４１０千円

②上記①の合計額のうち、公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 2 条第 1

項の業務（監査証明業務）の対価として当社及び当社の子会社が会計監査人に

支払うべき報酬等の合計額 ４，４１０千円

③上記②の合計額のうち、当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額

４，４１０千円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と、金融商品取引法

に基づく監査の額を区分しておりませんので、③の金額には金融商品取引法に基づく

監査の報酬等を含めております。

５．業務の適正を確保するための体制（内部統制システムの整備に関する基本方針）

（１）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①コンプライアンスマニュアルを策定し、全社員に周知させることにより、社内

における法令遵守の徹底を図る。

②コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、社内のコンプライアンスの状

況を把握し、適切な指示等を行うことで業務運営の適切性の確保に努める。

③不正行為等の早期発見と速やかな是正を行うために、総務部 総務人事課を内

部通報窓口と定め、コンプライアンス体制の充実に努める。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①各種議事録、決裁文書等、職務の執行・意思決定に係る重要書類は、法令等に

従い文書で保存管理する。

②取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①営業推進及び経営展開に伴うリスクに関しては、コンプライアンス・リスク管

理委員会においてその管理規程を策定し、これに基づいてリスクの管理及び軽

減を図る。

②事故及び災害等の予防に関しては、事故防止災害対策委員会において対応する。

また、万一事故及び災害等が発生した場合の危機管理計画を策定する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は、会社の業務内容、財務内容等を勘案し、経営方針を定め全社員に

周知させる。

②取締役会のほかに、経営の重要案件についての意思決定機関として、常勤役員

で構成する経営会議を定期的に開催し、業務の執行状況の管理と改善策の指示

を行い、会社の円滑な業務運営を図る。

③定期的に内部監査を実施することにより、業務の適切性及び有効性を確保する。



- 10 -

（５）株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

①グループ子会社は取締役会を設置し、重要事項の決定及び取締役の職務執行の

監督を行う。

②グループの常勤役員で構成するグループ経営会議を定期的に開催し、業務の執

行状況の確認及び改善策の検討を行い、グループの円滑な業務運営を図る。

（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけるその使用

人に関する事項、並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

①監査役の職務を補助する使用人を選任することができる。

②監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、

取締役、所属部署長等の指揮命令を受けないものとする。

（７）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関

する体制

①監査役が、取締役及び関係部署に対して必要な調査・報告を求めた場合、並び

に各種の重要な会議、委員会への出席を求めた場合はこれに協力する。

②各種議事録、決裁文書等、職務の執行・意思決定に係る重要文書は、監査役が

閲覧できるものとする。

③社員が内部通報窓口へ相談、又は通報した事項について、監査役は報告を受ける。

（８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①代表取締役は、監査役と定期的に意見交換を実施し、監査役より監査業務の環

境整備について要請があれば協力する。

②監査役会が必要と認めた場合は、公認会計士等の外部専門家の意見を聴取する

ことができる。
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運 輸 成 績 概 況

鉄 道 （△印は減）

種 別 単位 前 期 当 期 増減割合

％

営 業 日 数 日 365 365 －

期 末 営 業 キ ロ Km 43.2 43.2 －

客 車 走 行 キ ロ 〃 1,054,848 1,051,439 △0.3

乗 車 人 員 千人 1,583 1,509 △4.7

定 期 外 〃 573 560 △2.3

定 期 〃 1,010 949 △6.0

旅 客 運 賃 千円 497,337 474,618 △4.6

定 期 外 〃 315,307 304,557 △3.4

定 期 〃 182,030 170,060 △6.6

雑 収 入 〃 53,658 47,285 △11.9

営 業 収 入 合 計 〃 550,995 521,903 △5.3

営 業 費 〃 632,204 646,612 2.3

一日平均乗車人員 人 4,336 4,134 △4.7

一日平均営業収入 千円 1,509 1,429 △5.3
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自 動 車 （△印は減）

種 別 単位 前 期 当 期 増減割合

％

営 業 日 数 日 365 365 －

期 末 営 業 キ ロ Km 537.3 537.5 0.0

走 行 キ ロ 〃 4,837,839 4,983,667 3.0

乗 車 人 員 千人 2,181 2,156 △1.1

乗 合 〃 2,081 2,031 △2.4

貸 切 〃 100 125 25.0

旅 客 運 賃 千円 723,767 768,112 6.1

乗 合 〃 546,506 545,130 △0.3

貸 切 〃 177,261 222,982 25.8

雑 収 入 〃 51,019 53,268 4.4

営 業 収 入 合 計 〃 774,786 821,380 6.0

営 業 費 〃 925,211 937,842 1.4

一日平均乗車人員 人 5,975 5,907 △1.1

一日平均営業収入 千円 2,123 2,250 6.0
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船 舶
(1)島原～大牟田航路 （△印は減）

種 別 単位 前 期 当 期 増減割合

％

営 業 日 数 日 365 365 －

期 末 営 業 キ ロ Km 33 33 －

航 海 キ ロ 〃 115,236 92,466 △19.8

乗 船 人 員 千人 38 29 △23.7

旅 客 運 賃 千円 63,207 57,562 △8.9

雑 収 入 〃 722 1,093 51.4

営 業 収 入 合 計 〃 63,929 58,655 △8.2

営 業 費 〃 90,251 72,021 △20.2

一日平均乗船人員 人 104 78 △25.0

一日平均営業収入 千円 175 161 △8.0

※ 平成 27 年 3 月 31 日、当該航路の営業を譲渡しました。

（２）口之津～鬼池航路 （△印は減）

種 別 単位 前 期 当 期 増減割合

％

営 業 日 数 日 365 365 －

期 末 営 業 キ ロ Km 15.1 15.1 －

航 海 キ ロ 〃 160,755 158,928 △1.1

乗 船 人 員 千人 207 187 △9.7

旅 客 運 賃 千円 78,146 71,466 △8.5

航 送 運 賃 〃 320,164 304,360 △4.9

小 荷 物 運 賃 〃 285 379 33.0

雑 収 入 〃 7,159 5,927 △17.2

営 業 収 入 合 計 〃 405,754 382,132 △5.8

営 業 費 〃 310,351 304,769 △1.8

一日平均乗船人員 人 566 513 △9.4

一日平均営業収入 千円 1,112 1,047 △5.8
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貸 借 対 照 表
（平成 27 年 3 月 31 日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） 円 （負債の部） 円

Ⅰ流動資産 889,347,575 Ⅰ流動負債 3,072,559,019

1 現 金 及 び 預 金 405,061,894 1 支 払 手 形 20,125,451

2 未 収 運 賃 55,681,227 2 短 期 借 入 金 440,000,000

3 未 収 金 353,868,069 3 １年以内に返済する長期借入金 983,120,000

4 商 品 137,342 4 リ ー ス 債 務 7,560,756

5 貯 蔵 品 70,181,187 5 未 払 金 180,719,387

6 前 払 費 用 4,125,684 6 未 払 法 人 税 等 7,330,200

7 そ の 他 331,745 7 未 払 消 費 税 等 30,773,400

8 貸 倒 引 当 金 △39,573 8 未 払 費 用 73,861,533

9 預 り 連 絡 運 賃 5,663,299

10 預 り 金 10,415,982

Ⅱ固定資産 8,847,365,303 11 前 受 運 賃 5,300,193

1 鉄 道 事 業 固 定 資 産 4,406,365,586 12 前 受 金 966,115,451

2 一般旅客自動車運送事業固定資産 2,288,259,930 13 そ の 他 341,573,367

3 船舶運送事業固定資産 138,963,340 (1) 設 備 支 払 手 形 151,010,037

4 ホ テ ル事業固定資産 252,037,715 (2) 設 備 未 払 金 190,563,330

5 不動産賃貸事業固定資産 310,100,133 Ⅱ固定負債 2,867,787,851

6 各 事 業関連固定資産 12,150,916 1 長 期 借 入 金 304,430,000

7 建 設 仮 勘 定 1,173,610,206 2 リ ー ス 債 務 17,460,282

8 投 資 そ の 他 の 資 産 265,877,477 3 再評価に係る繰延税金負債 1,779,252,963

(1) 関 係 会 社 株 式 134,063,000 4 繰 延 税 金 負 債 26,630,487

(2) 投 資 有 価 証 券 105,877,532 5 退 職 給 付 引 当 金 620,161,771

(3) 出 資 金 2,710,000 6 役 員 退職慰労引当金 16,710,060

(4) 長 期 前 払 費 用 254,649 7 長 期 前 受 金 22,000,000

(5) そ の 他 65,650,884 8 そ の 他 81,142,288

(6) 投 資 損 失引当金 △42,678,588

負 債 合 計 5,940,346,870

（純資産の部）

Ⅰ株主資本 △30,574,784

(1) 資 本 金 800,000,000

(2) 利 益 剰 余 金 △830,574,784

そ の 他 利 益 剰 余 金 △830,574,784

Ⅱ評価・換算差額等 3,826,940,792

(1) その他有価証券評価差額金 56,434,042

(2) 土 地 再 評 価 差 額 金 3,770,506,750

純 資 産 合 計 3,796,366,008

資 産 合 計 9,736,712,878 負債及び純資産合計 9,736,712,878
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損 益 計 算 書
（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日）

科 目 収 入 支 出 差 引

（ 経 常 損 益 ） 円 円 円

鉄 道 事 業

営 業 収 入 521,902,870

営 業 費 646,612,374

配 賦 営 業 外 収 益 19,363,675

配 賦 営 業 外 費 用 25,306,485

鉄 道 事 業 損 失 130,652,314

一般旅客自動車運送事業

営 業 収 入 821,379,683

営 業 費 937,841,544

配 賦 営 業 外 収 益 4,261,153

配 賦 営 業 外 費 用 9,554,489

自 動 車 事 業 損 失 121,755,197

船舶運送事業

営 業 収 入 440,786,823

営 業 費 376,789,748

配 賦 営 業 外 収 益 2,114,405

配 賦 営 業 外 費 用 2,689,544

船 舶 事 業 利 益 63,421,936

ホテル事業

営 業 収 入 112,993,397

営 業 費 92,397,547

配 賦 営 業 外 収 益 541,622

配 賦 営 業 外 費 用 2,824,335

ホ テ ル 事 業 利 益 18,313,137

不動産賃貸事業

営 業 収 入 76,864,000

営 業 費 25,416,951

配 賦 営 業 外 収 益 369,288

配 賦 営 業 外 費 用 5,746,105

不 動 産 賃 貸 事 業 利 益 46,070,232

営 業 収 入 合 計 1,973,926,773

営 業 費 合 計 2,079,058,164

全 事 業 営 業 損 失 105,131,391

営 業 外 収 益 合 計 26,650,143

営 業 外 費 用 合 計 46,120,958

経 常 損 失 124,602,206
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科 目 収 入 支 出 差 引

（ 特 別 損 益 ） 円 円 円

特 別 利 益

補 助 金 375,236,890

鉄道施設建設受入寄附金 14,283,000

固 定 資 産 売 却 益 1,317,988

債務保証損失引当金戻入 66,221,788

受 取 保 険 金 2,086,000

そ の 他 13,823,000

特 別 利 益 合 計 472,968,666

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 11,132,570

固 定 資 産 圧 縮 損 193,974,248

減 損 損 失 22,805,171

投 資 損 失 引 当 金 繰 入 42,678,588

投 資 有 価 証 券 売 却 損 57,236

そ の 他 16,600,820

特 別 損 失 合 計 287,248,633

税 引 前 当 期 純 利 益 61,117,827

法人税、住民税及び事業税 6,014,388

法 人 税 等 調 整 額 △5,648,356

当 期 純 利 益 60,751,795
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株主資本等変動計算書
（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日）

株 主 資 本

資 本 金

（円）

利 益 剰 余 金
株 主 資 本 合 計

（円）
その他利益剰余金

繰越利益剰余金（円）

平成 26 年 4 月 1 日残高 800,000,000 △901,507,771 △101,507,771

会計方針の変更による累積的

影響額
△485,750 △485,750

会計方針の変更を反映した

当期首残高
800,000,000 △901,993,521 △101,993,521

事業年度中の変動額

当期純利益(△ :純損失 ) 60,751,795 60,751,795

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額(純額)
10,666,942 10,666,942

事業年度中の変動額合計 － 71,418,737 71,418,737

平成 27 年 3 月 31 日残高 800,000,000 △830,574,784 △30,574,784

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

（円）その他有価証券
評価差額金(円)

土地再評価差額金
（円）

評価・換算差額等
合計（円）

平成 26 年 4 月 1 日残高 33,286,785 3,639,099,840 3,672,386,625 3,570,878,854

会計方針の変更による累積的

影響額
△485,750

会計方針の変更を反映した

当期首残高
33,286,785 3,639,099,840 3,672,386,625 3,570,393,104

事業年度中の変動額

当期純利益(△ :純損失 ) 60,751,795

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額(純額)
23,147,257 131,406,910 154,554,167 165,221,109

事業年度中の変動額合計 23,147,257 131,406,910 154,554,167 225,972,904

平成 27 年 3 月 31 日残高 56,434,042 3,770,506,750 3,826,940,792 3,796,366,008
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個別注記表

１．重要な会計方針に関する注記

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの・・・事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。

時価のないもの・・・移動平均法による原価法を採用しております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

下げの方法）

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。

但し、島鉄ビル（ダイエー）、運送事業用自動車（バス）、高速船及び平成１０年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
車 両 ０２年～３０年
建 物 ３年～４７年
構 築 物 ０８年～６０年
船 舶 ５年～１１年
機械装置 ０７年～１７年
工具器具備品０ ０２年～２０年

②無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④長期前払費用

長期前払費用は均等償却を採用しております。

（４）引当金の計上基準

引当金の計上基準は、次の通りであります。

１、貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上

しております。

２、退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に
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基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異については、１５年による按分額を費用処理しており

ます。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。

３、投資損失引当金

関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を個別に勘案し

必要額を計上しております。

４、役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を

計上しております。

（５）工事負担金に係る圧縮記帳の処理方法

当社は鉄道業における踏切道路改修工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の

一部として工事負担金を受けておりますが、これらの工事負担金については、工事完成時に当

該工事負担金相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産に計上して

おります。

なお、損益計算書においては、工事負担金受入額を特別利益に計上しております。

（６）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

（消費税等の会計処理）

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（その他）

会社計算規則の規定並びに「鉄道事業会計規則」（昭和６２年運輸省令第７号）に基づ

いて作成しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（退職給付会計）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号平成24

年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付

適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用

の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割

引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した

年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均

割引率を使用する方法へ変更いたしました。また退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれ

る退職給付の変動要因は「確実に見込まれる」昇給等から「予想される」昇給等を含む方法へ変更し

ております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

て、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利

益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が485,750円増加し、繰越利益剰余金が485,750円

減少しております。また、当事業年度の営業損失、経常損失はそれぞれ1,209,776円増加、税引前当

期純利益は1,209,776円減少しております。

なお、当事業年度の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額への影響額は軽微なので
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記載を省略します。

（工事負担金に係る圧縮記帳の方法）

当社は鉄道事業における踏切道路改修工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部と

して工事負担金を受けており、これらの工事負担金等により固定資産を取得した場合には取得原価の

総額を固定資産に計上しておりましたが、当事業年度から当該工事負担金等相当額を取得した固定資

産の取得原価から直接減額して計上する会計処理に変更しております。

当社の経営計画に基づく収益性の向上等を目的とした設備投資は一巡し、特にこれからの負担金を

得ての踏切道路改修工事等は、地方公共団体等の要請に基づき実施されるもので、踏切改良による道

路交通円滑化と踏切事故解消等などの社会インフラの整備に資するものが主要なものとなります。

これらの工事においては、収益性の向上を主目的とする設備投資ではないことから、工事負担金等に

よって補償される関連費用と工事による効果を経営成績及び財政状態により適切に反映させるため、

変更を行うものであります。

これにより従来の方法と比較して営業損失及び経常損失がそれぞれ422,840円減少し、税引前当

期純利益は11,774,457円減少しております。

なお、会計方針の変更による遡及額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

３．貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産の減価償却累計額 5,511,536,250円

（２）関係会社に対する債権及び債務の注記

関係会社に対する短期金銭債権 15,369,380円

関係会社に対する短期金銭債務 11,168,941円

（３）事業用固定資産の形態別内訳

有形固定資産7,403,219,815円

土地 5,877,872,512円 建物 498,071,954円 構築物 653,238,397円

車両 310,716,591円 船舶 33,697,086円 その他 29,623,275円

なお、上記土地には遊休土地（旧鉄道南線）303,705,820円が含まれております。

無形固定資産 4,657,805円

当期において、国庫補助金等の受入れにより、構築物及び機械装置において193,974,248円の圧

縮記帳を行いました。

これにより、有形固定資産に係る国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳累計額は、建物

122,597,378円、構築物2,770,447,230円、車両826,190,333円、機械装置61,713,000円及

び工具器具備品18,650,000円、計3,799,597,941円であります。

（４）担保提供資産並びに担保付債務

（担保提供資産）

土 地 5,652,622,352円 （ 3,852,146,577円）

建 物 372,412,083円 （ 108,361,556円）

構 築 物 594,412,578円 （ 594,412,578円）

車 両 22,502,627円 （ 22,502,627円）

機 械 装 置 4,039,600円 （ 4,039,600円）

計 6,645,989,240円 （ 4,581,462,938円）
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（担保の種類）

一般根抵当権

（担保に対応する債務）

短期借入金 440,000,000円 （ ― ）

長期借入金 1,287,550,000円 （ 185,300,000円）

上記のうち（ ）内書は、鉄道財団・道路交通事業財団抵当並びに当該債務を示してお

ります。

（５）保証債務 島 鉄 観 光 株 式 会 社 12,460,000円

島鉄タクシー株式会社 21,678,000円

計 34,138,000円

（６）土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用

土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る

繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上しております。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条

第３号に定める固定資産税評価額による方法及び第４号に定める地価税法上の路線価等に基

づいて合理的な調整を行って算出しております。

再評価を行った年月日 平成１４年３月３１日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額1,340,236,862円

４．損益計算書に関する注記

（１）関係会社との取引高

関係会社との取引高は下記の通りです。

営 業 収 益 68,437,515円

営 業 費 用 8,884,764円

営業取引以外の取引高 3,225,312円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。
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６．税効果会計に関する注記

項 目 金 額

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産） （円）

退職給付引当金 198,823,863

未払賞与 18,899,160

繰越欠損金 23,721,341

その他

繰延税金資産小計

36,732,795

278,177,159

評価性引当額 △278,177,159

繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債） （円）

その他有価証券評価差額 26,630,487

土地再評価差額 1,779,252,963

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原

因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 34.62％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.65％

住民税の均等割 1.66％

税務上の欠損金の減少 △31.20％

評価性引当額の減少 △6.07％

その他 △0.06％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.60％

３．法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正額

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を

改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1

日以後に開始する事業年度から法人税の引き下げ等が行われることになりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、スケジューリン

グ可能な一時差異が存在しないことから平成27年4月1日から開始する事業年度より

34.62％から32.06％に変更しております。

この税率変更により、繰延税金負債の金額は2,126,452円及び再評価に係る繰延税金負債

の金額は142,073,852円減少し、当事業年度に計上されたその他の有価証券評価差額金は

2,126,452円及び土地再評価差額金は142,073,852円増加しております。

なお、法人税等調整額への影響はありません。
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７．関連当事者との取引に関する注記

種類
会社等の

名称

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関連当事者との関係

取引の内容

取引金額

（円）

（注２）

科目

期末残高

（円）

（注２）
役員等の
兼任等

事業上
の関係

子会社

島鉄観光

株式会社
直接

100.0
兼任6名

貸切バス斡旋

施設貸付

売上高 54,528,092
未収運賃
未収金
その他

2,652,257
9,895,467
253,024

仕入高 8,787,116 未払金
預り金

3,676,436
109,690

債務保証
(注1)

12,460,000 － －

島鉄タクシ

ー株式会

社

直接

100.0
兼任6名

構内営業

貸切バスレンタル

売上高 13,909,423 未収金
その他

2,564,312
4,320

仕入高 97,648 預り金
未払金

7,356,405
26,410

債務保証
(注1)

21,678,000 － －

法人主要株

主

宅島建設

株式会社

16.2

（被所有）
－ 設備工事等

設備工事

等発注
37,514,000 未払金

設備手形
3,186,000
5,842,800

取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。

（注１）銀行借入につき債務保証を行っており、保証料は受領しておりません。

（注２）取引金額には消費税等は含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

８．減損損失に関する注記

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場 所 用 途 種類 事業別セグメント

島原市、南島原市、雲仙市 バスターミナル、駐車場、工場 土地 一般旅客自動車運送事業

当社は事業別セグメントを単位としてグルーピングを行っています。

上記の資産については、収益性の悪化により回収可能価額が帳簿価額を下回っていましたので、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（22,805,171円）として特別損失

に計上いたしました。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地については主に不動産鑑定評価

により評価しております。
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９．資産除去債務に関する注記

当社は一部の事務所及び事業所において、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に

係る債務を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確ではなく、移転等の計画

もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。

そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

10．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額 237円27銭

（２）１株当たり当期純利益 3円80銭

（算定上の基礎）

当期純利益 60,751,795円

普通株主に帰属しない金額 － 円

普通株式に係る当期純利益 60,751,795円

期中平均株式数 16,000,000株

11．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

12．連結配当規制適用会社に関する注記

該当事項はありません。

13．その他の注記

（㈱みずなし本陣に係る債務保証損失引当金の取崩し）

債務保証の損失に備えるため損失負担見込み額を債務保証損失引当金として計上しておりましたが、

平成26年5月に当該債務保証に係る債務が消滅したため、引当金を全額取崩しております。

（子会社に係る投資損失引当金の計上）

当事業年度末においては、島鉄タクシー株式、島鉄観光株式ともに、実質価額が著しく低下してい

る状況には至っておりませんが、当該実質価額の将来における回復可能性が不確実な状況にありま

す。

よって、健全性の観点から、当事業年度において子会社株式に係る投資損失引当金の計上を実施し

ております。
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会 計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成27 年5 月19

日

島原鉄道株式会社

取締役会 御中

監査 法人 北三会計社

代 表 社 員
公認会計士 通 山 芳 之 ㊞

業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、島原鉄道株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

の第174期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に

ついて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施す

ることを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的

は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な

監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営

者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書

の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

会計方針の変更に関する注記（工事負担金に係る圧縮記帳の方法）に記載されているとおり、会社は鉄道事業における踏切道路改修

工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金を受けており、これらの工事負担金等により固定資産を取

得した場合には取得原価の総額を固定資産に計上していたが、当事業年度から当該工事負担金相当額を、取得した固定資産の取得原価

から直接減額して計上する会計処理に変更している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成 27 年 3 月 31 日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） 円 （負債の部） 円

Ⅰ流動資産 1,101,001,117 Ⅰ流動負債 3,231,209,271

1 現 金 及 び 預 金 481,616,433 1 支 払 手 形 20,125,451

2 受 取 手 形 450,000 2 短 期 借 入 金 454,500,000

3 未 収 運 賃 90,889,830 3 １年以内に返済する長期借入金 1,005,406,000

4 未 収 金 421,631,837 4 リ ー ス 債 務 7,560,756

5 商 品 15,142,851 5 未 払 金 271,199,810

6 貯 蔵 品 73,966,887 6 未 払 法 人 税 等 8,463,000

7 前 払 費 用 6,332,712 7 未 払 消 費 税 等 42,275,800

8 そ の 他 11,360,166 8 未 払 費 用 83,258,759

9 貸 倒 引 当 金 △389,599 9 預 り 金 18,984,920

10 預 り 連 絡 運 賃 5,663,299

11 前 受 運 賃 5,300,193

12 前 受 金 966,897,916

13 そ の 他 341,573,367

Ⅱ固定資産 8,929,062,237 Ⅱ固定負債 2,916,461,893

1 鉄道事業固定資産 4,406,365,586 1 長 期 借 入 金 360,864,000

2 一般旅客自動車運送事業固定資産 2,309,879,840 2 リ ー ス 債 務 17,460,282

3 船舶運送事業固定資産 138,963,340 3 再評価に係る繰延税金負債 1,779,252,963

4 ホテル事業固定資産 252,037,715 4 繰 延 税 金 負 債 26,630,487

5 不動産賃貸事業固定資産 395,335,609 5 退職給付に係る負債 606,789,813

6 旅 行 業 固 定 資 産 9,990,102 6 役員退職慰労引当金 21,627,560

7 広 告 業 固 定 資 産 931,955 7 長 期 前 受 金 22,000,000

8 航空貨物業固定資産 6,165,970 8 そ の 他 81,836,788

9 各事業関連固定資産 12,150,916 負 債 合 計 6,147,671,164

10 建 設 仮 勘 定 1,173,610,206 （純資産の部）

11 投資その他の資産 223,630,998 Ⅰ株主資本 △44,958,939

(1) 投資有価証券 111,877,533 1 資 本 金 800,000,000

(2) 出 資 金 2,770,000 2 利 益 剰 余 金 △844,958,939

(3) 長期前払費用 254,649 Ⅱその他の包括利益累計額 3,927,351,129

(4) 退職給付に係る資産 6,540,182 1 その他有価証券評価差額金 56,434,042

(5) そ の 他 102,188,634 2 土 地 再 評 価 差 額 金 3,770,506,750

3 退職給付に係る調整累計額 100,410,337

Ⅲ少数株主持分 －

純 資 産 合 計 3,882,392,190

資 産 合 計 10,030,063,354 負 債及び純資産合計 10,030,063,354
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連 結 損 益 計 算 書
（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日）

科 目 収 入 支 出 差 引

（ 経 常 損 益 ） 円 円 円

営 業 損 益

営 業 収 益 2,444,879,667

営 業 費 2,162,606,826

一 般 管 理 費 168,226,987

諸 税 77,469,423

減 価 償 却 費 150,316,260

営 業 損 失 113,739,829

営業外損益

営 業 外 収 益 24,354,215

営 業 外 費 用 48,807,612

経 常 損 失 138,193,226

（ 特 別 損 益 ）

特 別 利 益

補 助 金 375,236,890

鉄道施設建設受入寄附金 14,283,000

固 定 資 産 売 却 益 1,317,988

債務保証損失引当金戻入 66,221,788

受 取 保 険 金 2,086,000

そ の 他 13,823,000

特 別 利 益 合 計 472,968,666

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 11,132,570

固 定 資 産 圧 縮 損 193,974,248

減 損 損 失 22,805,171

投 資 有 価 証 券 売 却 損 57,236

そ の 他 16,600,820

特 別 損 失 合 計 244,570,045

税金等調整前当期純利益 90,205,395

法人税、住民税及び事業税 7,147,925

法 人 税 等 調 整 額 △5,648,356

少数株主損益調整前当期純利益 88,705,826

少 数 株 主 利 益 －

当 期 純 利 益 88,705,826
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連結株主資本等変動計算書
（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日）

株主資本

資本金

（円）

利益剰余金

（円）

株主資本

合計

（円）

平成 26 年 4 月 1 日残高 800,000,000 △943,845,957 △143,845,957

会計方針の変更による累積的影

響額
△485,750 △485,750

会計方針の変更を反映した

当期首残高
800,000,000 △944,331,707 △144,331,707

連結会計年度中の変動額

当期純利益（△：純損失） 88,705,826 88,705,826

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
10,666,942 10,666,942

連結会計年度中の変動額合計 － 99,372,768 99,372,768

平成 27 年 3 月 31 日残高 800,000,000 △844,958,939 △44,958,939

その他の包括利益累計額

純資産合計

（円）
その他

有価証券

評価差額金

（円）

土地再評価

差額金（円）

退職給付

に係る調整累

計額（円）

その他の包括

利益累計額合

計（円）

平成 26 年 4 月 1 日残高 33,286,785 3,639,099,840 △32,105,547 3,640,281,078 3,496,435,121

会計方針の変更による累積的

影響額
△485,750

会計方針の変更を反映した

当期首残高
33,286,785 3,639,099,840 △32,105,547 3,640,281,078 3,495,949,371

連結会計年度中の変動額

当期純利益（△：純損失） 88,705,826

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
23,147,257 131,406,910 132,515,884 287,070,051 297,736,993

連結会計年度中の変動額合計 23,147,257 131,406,910 132,515,884 287,070,051 386,442,819

平成 27 年 3 月 31 日残高 56,434,042 3,770,506,750 100,410,337 3,927,351,129 3,882,392,190
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

（１）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称 島鉄観光㈱ 島鉄タクシー㈱

（２）持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

（３）会計処理基準に関する事項

①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。

時価のないもの・・・移動平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。（連結貸借対照表価額は収益

性の低下による簿価切下げの方法）

③固定資産の減価償却の方法

１、有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。

但し、島鉄ビル（ダイエー）、運送事業用自動車（バス）、高速船及び平成１０

年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

車 両 ２年～３０年

建 物 ３年～４７年

構 築 物 ０８年～６０年

船 舶 ５年～１１年

機械装置 ０７年～１７年

工具器具備品０ ０２年～２０年

２、無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。

３、リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が平成 20 年 3 月 31 日以前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を引き続き採用しております。
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４、長期前払費用

長期前払費用は均等償却を採用しております。

④引当金の計上基準

引当金の計上基準は、次の通りであります。

１、貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

２、役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。

⑤工事負担金に係る圧縮記帳の処理方法

当社は鉄道業における踏切道路改修工事等を行うに当たり、地方公共団体等

より工事費の一部として工事負担金を受けておりますが、これらの工事負担金

については、工事完成時に当該工事負担金相当額を取得した固定資産の取得原

価から直接減額した額を固定資産に計上しております。

なお、損益計算書においては、工事負担金受入額を特別利益に計上しており

ます。

⑥その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

（退職給付に係る会計処理の方法）

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における見込み額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額

を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額

を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準

によっております。

会計基準変更時差異については、１５年による定額法により費用処理して

おります。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理することとしております。

未認識数理計算上の差異及び会計基準変更時差異の未処理額については、税

効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係

る調整累計額に計上しております。

（消費税等の会計処理）

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（その他）

会社計算規則の規定並びに「鉄道事業会計規則」（昭和６２年運輸省令第 7

号）に基づいて作成しております。
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２．会計方針の変更に関する注記

（退職給付会計）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号平成 24 年５月 17 日。以下「退職給

付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第 25 号平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計

基準第 35 項本文及び退職給付適用指針第 67 項本文に掲げられた定めについて当連結会計

年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間

帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基

礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退

職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使

用する方法へ変更いたしました。また退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれ

る退職給付の変動要因は「確実に見込まれる」昇給等から「予想される」昇給等を含む方

法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱

いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変

更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が 485,750 円増加し、利益剰余

金が 485,750 円減少しております。また、当連結会計年度の営業損失、経常損失はそれぞ

れ 1,209,776 円増加、税金等調整前当期純利益は 1,209,776 円減少しております。

なお、当連結会計年度の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額への影響額

は軽微なので記載を省略します。

（工事負担金に係る圧縮記帳の方法）

当社は鉄道事業における踏切道路改修工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事

費の一部として工事負担金を受けており、これらの工事負担金等により固定資産を取得し

た場合には取得原価の総額を固定資産に計上しておりましたが、当連結会計年度から当該

工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上する会計処理に

変更しております。

当社の経営計画に基づく収益性の向上等を目的とした設備投資は一巡し、特にこれから

の負担金を得ての踏切道路改修工事等は、地方公共団体等の要請に基づき実施されるもの

で、踏切改良による道路交通円滑化と踏切事故解消等などの社会インフラの整備に資する

ものが主要なものとなります。

これらの工事においては、収益性の向上を主目的とする設備投資ではないことから、工事

負担金等によって補償される関連費用と工事による効果を経営成績及び財政状態により適

切に反映させるため、変更を行うものであります。

これにより従来の方法と比較して営業損失及び経常損失がそれぞれ 422,840 円減少し、

税金等調整前当期純利益は 11,774,457 円減少しております。

なお、会計方針の変更による遡及額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
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３．連結貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産の減価償却累計額 5,726,668,086 円

（２）事業用固定資産の形態別内訳

有形固定資産 7,517,941,625 円

土地 5,945,560,910 円 建物 508,784,004 円 構築物 654,743,499 円

車両 344,608,329 円 船舶 33,697,086 円 その他 30,547,797 円

なお、上記土地には遊休土地（旧鉄道南線）303,705,820 円が含まれております。

無形固定資産 11,911,643 円

当期において、国庫補助金等の受入れにより、構築物及び機械装置において

193,974,248円の圧縮記帳を行いました。

これにより、有形固定資産に係る国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳累計額は、

土地 91,092,257 円、建物 131,166,963 円、構築物 2,770,447,230 円、車両

870,260,438 円 、機械装置 61,713,000 円 、工具器具備品 18,650,000 円 、

3,943,329,888 円であります。

（３）担保提供資産並びに担保付債務

(担保提供資産)

土 地 5,692,341,775 円 （ 3,852,146,577 円）

建 物 381,439,511 円 （ 108,361,556 円）

構 築 物 594,412,578 円 （ 594,412,578 円）

車 両 22,502,627 円 （ 22,502,627 円）

機 械 装 置 4,039,600 円 （ 4,039,600 円）

計 6,694,736,091 円 （ 4,581,462,938 円）

(担保の種類)

一般根抵当権

(担保に対応する債務)

短期借入金 440,000,000 円 （ ― ）

長期借入金 1,318,142,000 円 （ 185,300,000 円）

上記のうち（ ）内書は、鉄道財団・道路交通事業財団抵当並びに当該債務を示

しております。

（４）土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、

事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額

を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９

号）第２条第３号に定める固定資産税評価額による方法及び第４号に定める地

価税法上の路線価等に基づいて合理的な調整を行って算出しております。

再評価を行った年月日 平成１４年３月３１日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

1,340,236,862円
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

当連結会計年度期首

株式数

当連結会計年度

増加株式数

当連結会計年度

減少株式数

当連結会計年度末

株式数
摘要

発行済株式

普通株式
16,000,000株 ― ― 16,000,000株

合 計 16,000,000株 ― ― 16,000,000株

５．金融商品に関する注記

１、金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関から

の借入により資金を調達しております。

受取手形及び売掛金などの営業債権は、取引先ごとに期日管理および残高管理を行い

把握する体制をとっております。

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については半期ごとに時価の把握を行

っております。

借入金の使途は運転資金および設備投資資金であり、長期借入金の金利変動リスクに

晒されていますが、金融機関とその都度協議を行い、リスクの低減を図っております。

２、金融商品の時価等に関する事項

平成２７年３月３１日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については、次のとおりです。 （単位：円）
連結貸借対照表
計上額(*)

時 価(*) 差 額

(1)現金及び預金 481,616,433 481,616,433 －

(2)受取手形、未収運賃及び未収金 512,971,667 512,971,667 －

(3)投資有価証券

その他有価証券 99,087,529 99,087,529 －

(4)支払手形及び未払金 (622,107,268) (622,107,268) －

(5)短期借入金 (454,500,000) (454,500,000) －

(6)長期借入金 (1,366,270,000) (1,368,144,081) 1,874,081

(7)リース債務 (25,021,038) (25,031,720) 10,682

(*)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（１）現金及び預金、（２）受取手形、未収運賃及び未収金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。

（３）投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

（４）支払手形及び未払金、並びに（５）短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。

（６）長期借入金、並びに（７）リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引

を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注２)非上場株式（連結貸借対照表計上額 12,790,004 円）は、市場価額がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困

難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
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６．減損損失に関する注記

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。

場 所 用 途 種類 事業別セグメント
島原市、南島原市、雲仙市 バスターミナル、駐車場、工場 土地 一般旅客自動車運送事業

当社グループは事業別セグメントを単位としてグルーピングを行っています。

上記の資産については、収益性の悪化により回収可能価額が帳簿価額を下回っていまし

たので、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（22,805,171 円）

として特別損失に計上いたしました。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地については主に

不動産鑑定評価により評価しております。

７．資産除去債務に関する注記

当社グループは一部の事務所及び事業所において、不動産賃貸借契約により、退去時に

おける原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が

明確ではなく、移転等の計画もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることがで

きません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

８．賃貸等不動産に関する注記

１、賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、島原市内において、賃貸ビルを有しております。

また、その他に島原半島一円に駐車場等として保有する土地の一部を賃貸しております。

２、賃貸等不動産の時価等に関する事項 （単位：円）

連結貸借対照表計上額 時 価

2,416,920,889 2,209,610,987

(注１)連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除

した金額であります。

(注２)当期末の時価は、主として不動産鑑定士による評価及び固定資産税評価額に基づい

て算定した金額であります。

９．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額 242 円 65 銭

（２）１株当たり当期純利益 5円 54 銭

（算定上の基礎）

当期純利益 88,705,826 円

普通株主に帰属しない金額 － 円

普通株式に係る当期純利益 88,705,826 円

期中平均株式数 16,000,000 株

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成 27 年 5 月 19 日

島原鉄道株式会社

取締役会 御中

監 査 法 人 北 三 会 計 社

代 表 社 員
公認会計士 通山 芳之 ㊞

業務執行社員

当監査法人は、会社法第 444 条第４項の規定に基づき、島原鉄道株式会社の平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び

連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、島

原鉄道株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

会計方針の変更に関する注記（工事負担金に係る圧縮記帳の方法）に記載されているとおり、会社は鉄道事業におけ

る踏切道路改修工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金を受けており、これらの工

事負担金等により固定資産を取得した場合には取得原価の総額を固定資産に計上していたが、当連結会計年度から当該

工事負担金相当額を、取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上する会計処理に変更している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監 査 役会の監査報告書謄本
監 査 報 告 書

当監査役会は、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの第 174 期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、

以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、

内部監査委員、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産

の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施

行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき

整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子

会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属

明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成 17 年 10 月

28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

（１） 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 監査法人 北三会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３） 連結計算書類の監査結果

会計監査人 監査法人 北三会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成２７年５月２０日
島原鉄道株式会社 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 志 岐 茂 忠 ㊞

監 査 役 宅 島 壽 晴 ㊞

監 査 役 清 水 真 守 ㊞

（注）監査役 宅島壽晴及び監査役 清水真守は会社法第 2 条第 16 号及び第 335 条第 3 項に
定める社外監査役であります。
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ご 案 内

決 算 期 毎年３月３１日

定 時 株 主 総 会 毎年６月

基 準 日 毎年３月３１日

①定時株主総会

②上記のほか、必要があるときは

あらかじめ公告して定める日

株主名義書換取扱場所 長崎県島原市弁天町２丁目 7385 番地 1

島原鉄道株式会社 総務部 総務人事課

電話 ０９５７（６２）２２３１

公 告 掲 載 新 聞 島 原 新 聞

◎当社株式につき、名義書換のご請求・住所変更(町名変更)・改印などのお届
出、その他のお問合せは当社総務部総務人事課まで、お申出くださいますよ
うお願い申し上げます。


